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○愛知県河川整備計画流域委員会 委員名簿 

 

●第４条第１項第１号該当委員 

氏 名 分 野 役 職 等 

秋山 晶則 （ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ） 文化財 岐阜聖徳学園大学 教授 

岡本 耕平 (ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ) 地 理 愛知大学文学部 教授 

 勝又 久幸 (ｶﾂﾏﾀ ﾋｻﾕｷ) 水 利 愛知・豊川用水振興協会 理事長 

瀬口 哲夫 (ｾｸﾞﾁ ﾃﾂｵ) 都市計画 名古屋市立大学 名誉教授 

○辻本 哲郎 (ﾂｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ) 河 川 名古屋大学 名誉教授 

冨永 晃宏 (ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ) 河 川 名古屋工業大学 名誉教授 

長谷川 明子 (ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷｺ) 環 境 ビオトープ・ネットワーク中部 会長 

◎松尾 直規 (ﾏﾂｵ ﾅｵｷ) 河 川 中部大学 名誉教授 

 八木 明彦 (ﾔｷﾞ ｱｷﾋｺ) 水 質 愛知工業大学 客員教授 

◎：委員長  ○：副委員長                    （敬称略・五十音順） 

 

●第４条第１項第２号該当委員 

   【豊川下流圏域】 

氏 名 分 野 役 職 等 

大谷 忠興 （ｵｵﾀﾆ ﾀﾀﾞｵｷ） まちづくり 朝倉川育水フォーラム 理事長 

鈴木 武則 (ｽｽﾞｷ ﾀｹﾉﾘ) 地域連携 豊川市土地改良区 幹事 

  

 [参考１]「愛知県河川整備計画流域委員会規約」抜粋 

第４条 委員は、愛知県の河川、環境、歴史文化、下水道などについての学識経験を有する者から次に

該当する委員を愛知県知事が委嘱する。 

一．全県の視点から助言する学識経験を有する者 

二．当該河川の地域特性に関する学識経験を有する者 

三．流域水害対策計画の下水道に関する学識経験を有する者 

 

[参考２]「河川法」抜粋 

（河川整備計画） 

第十六条の二 河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間につい

て、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」という。）を定めておかなければならない。 

２ 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河

川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な

管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地

形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止

し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。 

３ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河

川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

４ 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民

の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

別紙２ 


